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緊急事態宣言に伴う部活動の活動について  

 

残暑の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上

げます。また、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り心より感謝申し上

げます。 

 さて、北海道は本日より９月１２日（日）まで「まん延防止重点措置」対象地域

から「緊急事態宣言発令」の対象地域となりました。道から「大会等への参加にお

ける新型コロナウイルス感染症対策について」が出されました。今後、秋の大会な

どが予定されています。まだまだ状況が心配される中ですが、本校は以下のように

活動をいたします。  

今後も本校では道のガイドライン等に基づき、生徒たちの健康状態の把握に努め、

感染症拡散を防ぐための措置を行っていきます。ご理解、ご協力いただけますよう

お願い申し上げます。 

記 

高体連、高野連、中体連、定通体連、高文連、各団体が主催する全道、全国大会

に直結する大会等に出場する部活動に限り、感染防止対策を徹底し、活動を厳選（時

間や人数、活動内容）するとともに、活動場所は自校内に限定して実施し、これ以

外は休止とする。なお、厳選した練習とは、例えば感染症対策に配慮した活動時間

や参加人数の削減、活動内容の工夫等を示す。また、合宿など泊を伴う活動は自粛

すること。  

大会等参加は、高体連、高野連、中体連、定通体連、高文連、各団体が主催する

全道、全国大会に直結する大会等に限ることとし、大会等への参加は校長判断のも

と行い、主催者等の感染症対策を遵守すること。（「大会等への参加における新型コ

ロナウイルス感染症対策について～２０２１．０８．２７改訂」北海道教育庁）よ

り） 

 

〇町内の学校においては、本日より９月１２日（日）までの「緊急事態宣言」の期

間はすべての部活動の活動を休止いたします。 

 

〇状況によっては今後、変更もございますので、よろしくお願いいたします。  

 

※ 不明な点がありましたら、学校（４０－３２０６）までご連絡ください。  


